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平 成 24年 定 例 第 ２ 回 市 議 会 会 議 録（第４日） 

 

 

  平成24年６月22日午前９時30分定例第２回市議会をみやま市役所議場に招集した。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

     １番  田 中  信 之       11番  内 野  英 則 

     ２番  野 田    力       12番  小 野   樹 

     ３番  上津原    博       13番  中 島  一 博 

     ４番  荒 巻  隆 伸       14番  坂 口  孝 文 

     ５番  瀬 口    健       15番  井 手  敏 夫 

     ６番  川 口  正 宏       16番  宮 本  五 市 

     ７番  坂 田    仁       17番  牛 嶋  利 三 

     ８番  近 藤  新 一       18番  河 野  一 昭 

     ９番  梶 山  忠 男       19番  壇    康 夫 

     10番  中 尾  眞智子 

 

２．不応招議員は次のとおりである。 

     な  し 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

   出席議員は応招議員と同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

   欠席議員は不応招議員と同じである。 
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５．本会議の書記は、次のとおりである。 

 議会事務局長  椛 嶋  修 一     議会事務局係長  甲 斐  佳代子 

 次 長  椛 嶋  久 男     書     記  柿 野  孝 博 

 

６．地方自治法第121条の規定により、会議事件説明のため出席を求めた者は次のとおりで

 ある。 

 市 長  西 原    親     企画財政課長  松 藤  泰 大 

                       企画財政課長補佐 
 副 市 長  高 野  道 生              坂 田  良 二 
                       兼 財 政 係 長 

 教  育  長  藤 原  喜 雄     契約検査課長  石 橋  慎 二 

 監 査 委 員  平 井  常 雄     介護健康課長  更 原  幸 秀 

 総 務 部 長  吉 開  忠 文     福祉事務所長  梅 津  俊 朗 

 市民生活部長  坂 口  祐 二     農林水産課長  大 津  光 若 

 環境経済部長 
 兼環境衛生課長  坂 本    学     商工観光課長  古 賀  義 教 
 兼企業誘致推進室長 

 建設都市部長  横 尾  健 一     上下水道課長  坂 梨  一 広 

 教 育 部 長               学校教育課長 
          江 﨑  昌 昭              大 津  一 義 
 兼教育総務課長               兼学校再編推進室長 

 消 防 長  塚 本  哲 嘉     教育部指導室長  藤 木  文 博 

 総 務 課 長  馬 場  洋 輝 

 

７．付議事件は、次のとおりである。 

  (1) 議案第37号 みやま市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定に

          ついて 

  (2) 議案第38号 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に

          関する条例の制定について 

  (3) 議案第39号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

  (4) 議案第40号 平成24年度みやま一般会計補正予算（第１号） 

  (5) 陳情第３号 非核三原則の法制化を求める議会決議・意見採択の陳情書 

  (6) 陳情第12号 拉致問題意見書決議に関する陳情書 
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  (7) 発議第３号 河原内九折谷地内既設産業廃棄物処分場に係る特別委員会の廃止決議 

  (8) 閉会中の継続調査の申出について 

（追加日程） 

  (1) 発議第４号 非核三原則の早期法制化を求める意見書 

  (2) 発議第５号 拉致問題意見書 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時31分 開議 

○議長（壇 康夫君） 

 これより直ちに本日の会議を開きます。 

 ここで、教育長から発言の申し出があっておりますので、これを許可します。本日は報告

ということでお伺いしておりますので、質疑のほうはなしといたしますので、御了承のほど

よろしくお願いします。藤原教育長、お願いいたします。 

○教育長（藤原喜雄君） 

 おはようございます。議長の許可を得ましたので、簡単に報告させていただきます。 

 先般、一般質問の折に御意見として出されました統合小学校の建設の場所等につきまして、

早速教育委員会に持ち帰りまして、報告をいたしまして、審議をいただきました。 

 その結果、Ａ案、Ｂ案をもって現在まで３月の議会の附帯決議を重く受けとめまして、Ａ

案、Ｂ案ということで説明会等も催してきたところでございます。委員会といたしまして、

Ａ案の修正、Ｂ案の２案をもって、２つのうちの１つを建設地に建設するということを現在

も委員会として確認をしていったところでございます。 

 15日、定例の教育委員会におきまして、その件を決議いたしました。教育委員会の案とし

ては現在のまま、Ａ案の修正並びにＢ案で二者択一でいくということを再確認したところで

ございます。 

 以上、報告をいたします。 

○議長（壇 康夫君） 

 ありがとうございました。 

      日程第１ 議案第37号 

○議長（壇 康夫君） 
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 続いて、日程第１．議案第37号 みやま市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

 本件については総務文教常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。

中尾総務文教常任委員会委員長。 

○総務文教常任委員長（中尾眞智子君）（登壇） 

 それでは、総務文教常任委員会委員長報告をいたします。 

 議案第37号 みやま市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

総務文教常任委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 

 当委員会は、６月18日、江﨑教育部長、平木社会教育課長の出席を求め、委員会室におい

て、委員全員出席のもと委員会を開催いたしました。 

 本議案は、みやま市史編さん事業を行うに当たり、市史編さんの基本方針や市史の刊行計

画等の市史編さんに関する事項について、より専門的な調査及び審議を行うため、みやま市

史編さん委員会をみやま市の附属機関として設置する必要があります。そのため、条例の一

部を改正するものでございます。 

 委員会では慎重審議の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 

 以上、総務文教常任委員会における審査の経過と結果の報告を終わります。 

○議長（壇 康夫君） 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 議案第37号の討論については、ただいまのところ通告があっておりませんが、討論はござ

いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第37号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は原案可決です。議案第37号は委員長の報告のとおり決定する
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ことに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 異議なしと認めます。よって、議案第37号 みやま市附属機関の設置に関する条例の一部

を改正する条例の制定については、委員長報告のとおり原案可決されました。 

      日程第２ 議案第38号 

○議長（壇 康夫君） 

 日程第２．議案第38号 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定についてを議題とします。 

 本件については厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。坂

口厚生常任委員会委員長、お願いします。 

○厚生常任委員長（坂口孝文君）（登壇） 

 厚生常任委員長報告を行います。 

 議案第38号 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例の制定について、厚生常任委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 

 当委員会は、６月19日に坂口市民生活部長、吉開市民課長及び関係係長に出席求め、委員

全員出席の中、委員会を開催いたしました。 

 本議案は、住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成24年７月９日に施行されることに

伴い、関係条文の整理が必要であることから条例を改正するものです。 

 当該法律の施行により、日本国籍を有しない外国人住民についても、日本人と同様に住民

基本台帳法の適用対象に加えられ、外国人住民についても住民票作成が行われることになり、

外国人登録原票は廃止することになりました。 

 委員会では慎重審議の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 

 以上、厚生常任委員会における審査の経過と結果の報告を終わります。 

○議長（壇 康夫君） 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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 これより討論を行います。 

 議案第38号の討論については、ただいまのところ通告があっておりませんが、討論はござ

いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第38号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は原案可決です。議案第38号は委員長の報告のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 異議なしと認めます。よって、議案第38号 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、委員長報告のとおり原案可決されま

した。 

      日程第３ 議案第39号 

○議長（壇 康夫君） 

 日程第３．議案第39号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題としま

す。 

 本件については厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。坂

口厚生常任委員会委員長、お願いします。 

○厚生常任委員長（坂口孝文君）（登壇） 

 厚生常任委員長報告をいたします。 

 議案第39号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更について、厚生常任委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告いたします。 

 当委員会は、６月19日に坂口市民生活部長、吉開市民課長及び関係係長に出席を求め、委

員全員出席の中、委員会を開催いたしました。 

 本議案は、住民基本台帳法の一部改正に伴い、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に

加えることに係る改正規定が施行されることから、当該規約の変更を行うものとなっていま

す。 
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 委員会では慎重審議の結果、全会一致で原案どおり可決するべきものと決定いたしました。 

 以上、厚生常任委員会における審査の経過と結果の報告を終わります。 

○議長（壇 康夫君） 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 議案第39号の討論については、ただいまのところ通告があっておりませんが、討論はござ

いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第39号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は原案可決です。議案第39号は委員長の報告のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 異議なしと認めます。よって、議案第39号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更に

ついては、委員長報告のとおり原案可決されました。 

      日程第４ 議案第40号 

○議長（壇 康夫君） 

 日程第４．議案第40号 平成24年度みやま市一般会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 議案第40号の討論については、ただいまのところ通告があっておりませんが、討論はござ
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いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第40号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 議案第40号は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（壇 康夫君） 

 起立多数です。よって、議案第40号 平成24年度みやま市一般会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり可決されました。 

      日程第５ 陳情第３号 

○議長（壇 康夫君） 

 日程第５．陳情第３号 非核三原則の法制化を求める議会決議・意見採択の陳情書を議題

とします。 

 本件については、総務文教常任委員会で取り扱いについて審議をお願いしておりましたの

で、委員長の報告を求めます。中尾総務文教常任委員会委員長。 

○総務文教常任委員長（中尾眞智子君）（登壇） 

 それでは、総務文教常任委員長報告をいたします。 

 陳情第３号 非核三原則の法制化を求める議会決議・意見採択の陳情書の取り扱いについ

て、総務文教常任委員会における協議の経過と結果を御報告いたします。 

 当委員会は、６月18日、委員会室において、委員全員出席のもと委員会を開催いたしまし

た。 

 この陳情の趣旨としては、核兵器を落とされた唯一の国として、核兵器の廃絶に向けて主

導的役割を果たし、恒久平和を実現するため、非核三原則の法制化をするよう国へ意見書の

提出を求めるものでございます。 

 委員会では慎重審議の結果、本会議で審議すべきものと決定いたしました。 

 以上、総務文教常任委員会における協議の経過と結果の報告を終わります。 

○議長（壇 康夫君） 
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 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 陳情第３号の討論については、ただいまのところ通告があっておりませんが、討論はござ

いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより陳情第３号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 陳情第３号は採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（壇 康夫君） 

 起立多数です。よって、陳情第３号 非核三原則の法制化を求める議会決議・意見採択の

陳情書は、採択することに決定しました。 

      日程第６ 陳情第12号 

○議長（壇 康夫君） 

 日程第６．陳情第12号 拉致問題意見書決議に関する陳情書を議題とします。 

 本件については、総務文教常任委員会で取り扱いについて審議をお願いしておりましたの

で、委員長の報告を求めます。中尾総務文教常任委員会委員長。 

○総務文教常任委員長（中尾眞智子君）（登壇） 

 総務文教常任委員長報告をいたします。 

 陳情第12号 拉致問題意見書決議に関する陳情書の取り扱いについて、総務文教常任委員

会における協議の経過と結果を御報告いたします。 

 当委員会は、６月18日、委員会室において、委員全員出席のもと委員会を開催いたしまし

た。 

 この陳情の趣旨としては、北朝鮮による拉致被害者の御家族も次第に亡くなられており、
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悲痛な思いのまま人生を終えなければならない無念は察して余りがあります。国家は国民の

生命と財産を保障すべき義務があり、現在の政府には拉致被害者を全員救出する重い責務が

あります。この拉致事件の全面解決、すなわち拉致被害者の全員帰国の実現のため、国へ意

見書の提出を求めるものでございます。 

 委員会では慎重審議の結果、本会議で審議すべきものと決定いたしました。 

 以上、総務文教常任委員会における協議の経過と結果の報告を終わります。 

○議長（壇 康夫君） 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 陳情第12号の討論については、ただいまのところ通告があっておりませんが、討論はござ

いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより陳情第12号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 陳情第12号は採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（壇 康夫君） 

 起立多数です。よって、陳情第12号 拉致問題意見書決議に関する陳情書は、採択するこ

とに決定しました。 

      日程第７ 発議第３号 

○議長（壇 康夫君） 

 日程第７．発議第３号 河原内九折谷地内既設産業廃棄物処分場に係る特別委員会の廃止

決議を議題とします。 

 事務局長より朗読します。椛嶋議会事務局長。 
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○議会事務局長（椛嶋修一君） 

    〔朗読省略〕 

○議長（壇 康夫君） 

 ここで、提出議員の説明を求めます。９番梶山忠男君。 

○９番（梶山忠男君）（登壇） 

 発議第３号 河原内九折谷地内既設産業廃棄物処分場に係る特別委員会の廃止決議につい

て、提案理由を申し上げます。 

 本件につきましては、みやま市議会会議規則第14条の規定に基づき、決議案を提出するも

のでございます。 

 河原内九折谷地内既設産業廃棄物処分場に係る特別委員会は、産業廃棄物処分場の安定廃

止に関することについて調査することを目的とし、平成23年９月15日に設置されました。当

該施設については、この間、現地調査を行うなどし、進捗状況を調査してまいりました。先

般、廃止が決定されたことを受け、去る６月12日、委員会を開催し、今後の委員会活動につ

いて協議いたしましたところ、全会一致で当委員会の役割は終了したものと結論に達し、特

別委員会を廃止することを決定いたしたことでございます。 

 以上により、河原内九折谷地内既設産業廃棄物処分場に係る特別委員会の廃止決議を提出

しておりますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（壇 康夫君） 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 発議第３号の討論については、ただいまのところ通告があっておりませんが、討論はござ

いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより発議第３号を採決します。 



- 162 - 

 お諮りします。発議第３号は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 異議なしと認めます。よって、発議第３号 河原内九折谷地内既設産業廃棄物処分場に係

る特別委員会の廃止決議は、原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

午前９時53分 休憩 

午前10時19分 再開 

○議長（壇 康夫君） 

 休憩を閉じて、会議を再開します。 

 お諮りします。発議第４号 非核三原則の早期法制化に関する意見書を日程に追加し、追

加日程第１として直ちに議題としたいと思います。御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 異議なしと認めます。よって、発議第４号 非核三原則の早期法制化に関する意見書を日

程に追加し、追加日程第１として直ちに議題とすることに決定しました。 

      追加日程第１ 発議第４号 

○議長（壇 康夫君） 

 追加日程第１．発議第４号 非核三原則の早期法制化に関する意見書を議題とします。 

 事務局長より朗読いたします。椛嶋議会事務局長。 

○議会事務局長（椛嶋修一君） 

    〔朗読省略〕 

○議長（壇 康夫君） 

 ここで、提出議員の説明を求めます。10番中尾眞智子君。 

○10番（中尾眞智子君）（登壇） 

 発議第４号の提出理由の説明を申し上げます。 

 発議第４号 非核三原則の早期法制化に関する意見書について、提案理由の御説明を申し

上げます。 

 本件の内容につきましては、ただいま事務局長から朗読により説明をいただいたところで
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ございます。皆様方の御賛同よろしくお願い申し上げます。 

○議長（壇 康夫君） 

 ここで質疑を行います。質疑はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 発議第４号の討論については、ただいまのところ通告があっておりませんが、討論はござ

いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより発議第４号を採決します。 

 お諮りします。発議第４号は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 異議なしと認めます。よって、発議第４号 非核三原則の早期法制化に関する意見書は、

原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。発議第５号 拉致問題意見書を日程に追加し、追加日程第２として直ちに

議題としたいと思います。御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 異議なしと認めます。よって、発議第５号 拉致問題意見書を日程に追加し、追加日程第

２として直ちに議題とすることに決定しました。 

      追加日程第２ 発議第５号 

○議長（壇 康夫君） 

 追加日程第２．発議第５号 拉致問題意見書を議題とします。 

 事務局長より朗読いたします。椛嶋議会事務局長。 

○議会事務局長（椛嶋修一君） 
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    〔朗読省略〕 

○議長（壇 康夫君） 

 ここで、提出議員の説明を求めます。10番中尾眞智子君。 

○10番（中尾眞智子君）（登壇） 

 発議第５号の説明をいたします。 

 拉致問題意見書について、提案理由の御説明を申し上げます。 

 本件の内容につきましては、ただいま事務局長から朗読により御説明いただいたとおりで

ございます。皆様方の御賛同よろしくお願い申し上げます。 

○議長（壇 康夫君） 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 発議第５号の討論については、ただいまのところ通告があっておりませんが、討論はござ

いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより発議第５号を採決します。 

 お諮りします。発議第５号は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 異議なしと認めます。よって、発議第５号 拉致問題意見書は、原案のとおり可決されま

した。 

      日程第８ 閉会中の継続調査の申出について 

○議長（壇 康夫君） 

 日程第８．閉会中の継続調査の申出についてを議題とします。 

 各委員長から、目下委員会において調査中の事件について、会議規則第103条の規定によ
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って、お手元にお配りしました申し出のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ござい

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 異議なしと認めます。よって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に決定しました。 

 なお、議会報編集特別委員会につきましては、調査が終了するまで閉会中の継続調査とな

っておりますが、調査事項は別紙のとおりでございますので、御承知おきください。 

 お諮りします。本会議中、誤読などによる条項、字句、数字等の整理、訂正につきまして

は、会議規則第43条により議長に委任いただきたいと思います。御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（壇 康夫君） 

 異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字等の整理、訂正は議長に委任することに

決定しました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成24年第２回みやま市議会定例会を閉会します。 

午前10時31分 閉会 
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